
■ 

地
域
の｢

ち
ょ
っ
と
気
が
か
り
な
こ
と｣

に
気
付
い
た
ら
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

○
具
合
が
悪
い
？
倒
れ
て
い
る
か
も
…

・
新
聞
や
郵
便
物
が
た
ま
っ
て
い
る
。

・
暗
く
な
っ
て
も
電
気
が
つ
か
な
い
。

・
数
日
、
姿
を
見
掛
け
な
い
。

○
認
知
症
の
方
か
も
…

・
不
自
然
な
服
装
で
歩
い
て
い
る
。

・
自
宅
へ
の
帰
り
道
が
分
か
ら
な
い
。

○
虐
待
か
も
…

・
最
近
、
怒
鳴
り
声
が
よ
く
聞
こ
え
る
。

・�

転
ん
だ
り
し
て
い
な
い
の
に
、
あ
ざ
や
傷

が
多
い
。

○
悪
質
商
法
か
も
…

・�

最
近
、
普
段
見
掛
け
な
い
人
が
よ
く
出
入

り
し
て
い
る
。

■ 

見
守
り
に
よ
っ
て
一
命
を
取
り
留
め
た

事
例
で
す
。
～
協
力
事
業
所
さ
ん
の
ア

ン
ケ
ー
ト
よ
り
～

【
事
例
１
】
高
齢
者
宅
に
弁
当
を
配
達
し
た

際
に
、
前
日
の
空
容
器
が
出
て
お
ら
ず
、
ポ

ス
ト
に
新
聞
が
投と
う

函か
ん

さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の

で
、
市
役
所
に
連
絡
を
し
ま
し
た
。

　

市
の
担
当
者
と
警
察
が
自
宅
を
訪
問
し
た

と
こ
ろ
、
足
が
ま
ひ
し
、
動
け
な
い
状
態
だ

っ
た
た
め
、
救
急
車
の
要
請
を
し
ま
し
た
。

【
事
例
２
】
80
代
の
女
性
宅
に
弁
当
を
届
け

た
際
、
入
口
が
閉
ま
っ
て
い
た
の
で
、
携
帯

電
話
に
連
絡
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
長
時
間
話

し
中
で
し
た
。
不
審
に
思
い
、
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
に
連
絡
し
、
再
度
電
話
確
認
を
し
て

も
ら
い
ま
し
た
が
、
同
じ
状
況
で
し
た
。
そ

こ
で
、
一
緒
に
確
認
に
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
動

け
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
す
ぐ
に

救
急
車
を
呼
び
、
対
応
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

地
域
み
ん
な
の
見
守
り
で
、安
全・安
心
な
暮
ら
し
を
！

【
問
合
先
】＝

本
庁
障
害
・
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
グ
ル
ー
プ

（
23
）５
１
１
１（
内
線
２
１
７
３
）

市
社
会
福
祉
協
議
会　

（
22
）２
３
５
５

薩
摩
川
内
市
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

【
さ
つ
ま
せ
ん
だ
い
地
域
み
ま
も
り
ネ
ッ
ト
】と
は
…

　
地
域
の
皆
さ
ん
や
協
力
事
業
所
、
行
政
な
ど
が
、
日
常
の
生
活
や
仕
事
の
中
で
、
高
齢
者
や
子
ど
も
な

ど
の｢

ち
ょ
っ
と
気
が
か
り
な
こ
と｣

に
気
付
い
た
と
き
に
、市
や
関
係
機
関
な
ど
に
連
絡
し
て
い
た
だ
き
、

地
域
ぐ
る
み
で
の
見
守
り
に
よ
り
、
安
心
し
て
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▲地域みまもりネット協力事業所の皆さん

協 力 事 業 所 一 覧

日 本 郵 便 ㈱ 川 内 郵 便 局 読売センター川内向田

川 内 ガ ス 販 売 協 同 組 合 ㈲日乃出屋仕出しセンター

（社）鹿児島県ＬＰガス協会�川薩支部 ㈲ 浜 野 食 品

川 内 ヤ ク ル ト 販 売 ㈱ ダ ス キ ン 若 葉

（社）薩摩川内市シルバー人材センター ダ ス キ ン せ な あ

北さつま農業協同組合�川内総合支所 ㈲ サ ニ タ リ ー

九 州 電 力 ㈱ 川 内 営 業 所 山 ノ 内 衛 生 ㈲

㈲ 南 日 本 新 聞 販 売 所 鹿 児 島 相 互 信 用 金 庫

北さつま農業協同組合�本所 生活協同組合コープかごしま

㈱ジェイエイエコパル北薩ガス事業所 薩 摩 川 内 市 水 道 局

地域の見守りイメージ図
協力事業所（登録制）・近隣の方々

協力

相談
・
連絡

連携

協力

連携

協力

見守り 気づき

地域ぐるみで
見守りを！！

見守りが必要な
高齢者など

協力機関・事業所
警察署・消防署

市社会福祉協議会など
（協力事業所一覧を参照）

市役所
（障害・社会福祉課）

民
生
委
員

協力

相談
・
連絡

公表の対象は？

飲食店、物品販売店、旅館・ホテル、病院など、不特定多数の人が利
用する｢特定防火対象物｣として指定されている建物が対象となります。

公表の対象となる
違反は？

消防法令で建物に設置が義務付けられている消防用設備（屋内消火栓設
備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備）が設置されていない重大
な違反が対象です。

公表の方法と
内容は？

市消防局のホームページ（http://www.satsumasendai-fd.jp）で公表し
ます。 

（最寄りの消防署で閲覧することもできます。）
公表内容は、
①建物の名称　②建物の所在地　③違反の内容 です。

公表までの
流れは？

重大な消防法令違反のほとんどが、無届けの増築や建物の接続です。増改
築や用途変更などを計画される際は、事前に消防局に相談しましょう！

安全・安心な暮らしを守るために

７月１日から
違反対象物の公表制度

が始まります！

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備

【問合先】＝市消防局予防課 ☎（２２）０１３５

「違反対象物の公表制度」は、市民の皆さんが、建物を安心して利用していただくために
重大な消防法令違反のある建物を消防局ホームページで公表するものです。

消防署の
立入検査で
違反を発見

関係者へ
違反を通知

消防局
ホームページで

違反を公表

「安全情報」

＊  14日を経過しても 
違反が認められる場合
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